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　京都府内の市町村より委託を受けている妊婦健康診査の単価につきまして，今般の診療報酬点数
改定を折り込み，以下のとおり決定しました。本健診の実施，請求にあたっては，十分ご留意くだ
さい。

　令和７年度 114,030 円→令和８年度 115,310 円
　（多胎：令和７年度 158,490 円→令和８年度 160,190 円）

　健診において，妊娠中の食事や生活に関する保健指導はいうに及ばず，妊娠出産育児に対する不
安の解消等の妊婦のメンタルヘルスケアについても十分かつ細やかに実施いただくことをお願いい
たします。

妊婦健康診査の公費負担単価の改定について
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